
Takamizu©️ALCARE Co., Ltd. All rights reserved.Takamizu©️ALCARE Co., Ltd. All rights reserved.

速報！！2024年W改定
褥瘡にかかわる診療報酬・介護報酬
―医療行政の大変革と併せて読み解く―

日本褥瘡学会 中国四国地方会 教育講演

2024年3月17日

ウンド＆ナーシングケア事業本部
高水 勝
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高水 勝

利益相反はありません

1985年東北福祉大学 社会福祉学部卒業
1985年東レ・メディカル株式会社
1989年スリーエム ヘルスケア株式会社／スリーエム ジャパン株式会社
2023年11月 アルケア株式会社 ウンド＆ナーシングケア事業本部（現職）

＜資格・学会等＞
・日本医療機器テクノロジー協会創傷被覆材部会 渉外・保険担当幹事
・日本褥瘡学会（業界代表枠）
評議員、保険委員、褥瘡対策用具推進委員、危機管理委員

・日本フットケア・足病医学会 ガイドライン委員会 アドバイザー
・北海道医療大学認定看護師研修センター特別講師（NP、ICN、WOC、認知症ケア分野）
・日本医療マネジメント学会 会員 他

＜職務＞
・担当：医療環境／医療行政分析、マーケットアクセス（薬事・保険戦略）

＜執筆・講演＞
・医療行政、診療報酬、医療マネジメント、医療安全等で各種講演、執筆
（年間50～90回程度の講義・講演）
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本日の講演は、
2024年3月5日現在での内容になります。

今後、3月中旬から発出される、
診療報酬、介護報酬等の正式な告示・通知等によって、
多くの医療・介護等の政策が確定していきます。

本日のスライドは、近々、中国四国地方会のHPにUP頂く予定です。
ご自由にダウンロードしていただき、ご活用ください。
よろしくお願い申し上げます。
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＜抄録＞

速報！！2024年W改定：褥瘡にかかわる診療報酬・介護報酬
―医療行政の大変革と併せて読み解く―

2024年は、「診療報酬」「介護報酬」「障害福祉支援サービス」のトリプル改定だけでなく、「働き方改
革」「第8次医療計画」「第９期介護保険事業（支援）計画」等も重なる医療制度の大変革の年になります。
見方を変えれば、いろいろな制度の新設や整合性がとれるチャンスです。医療行政の方向性と併せてトリ
プル改定の内容をお話させていただきます。
なお、本抄録は、2月15時点で書いており、診療報酬（中医協答申）、介護報酬改定（案）、障害福祉サー
ビス改定（案）の段階での内容になります。
3月上旬から順次発出される、診療報酬、介護報酬等の正式な告示・通知等によって、多くの医療・介護等
の政策が確定していきます。
当日は、それらもできるだけ反映してお話させていただきます。

＜主な項目の改定予定＞
●入院基本料：「身体的拘束の最小化」が義務化され、できていない場合は入院基本料が40点（日）減算
になる。MDRPU、スキン-テアにも関連するので連携が必要。
●看護必要度：「重度褥瘡」の扱いが変更される
●褥瘡ハイリスク患者ケア加算：褥瘡管理者（専従のWOC等）の活動について、「介護施設に赴いて助言
することが月10時間」まで認められる。
●訪問看護管理療養費：「別表８」の患者（真皮を越える褥瘡等）の一定以上の実績が必要となる。
●介護施設、ショートステイ、訪問看護：診療報酬と同様に「身体的拘束」について、それぞれ内容は異
なるが、新設・改正される。
●介護保険でも診療報酬同様の「専門管理加算」が新設される。
●介護保険の「褥瘡マネジメント加算」の要件が変更になる。
＜その他＞
●現段階ではまだ不明である一般的な項目について、3月5日（予定）の正式な告示・通知で、処置等の手
技料、管理料、医療機器/医療材料等のさまざまな項目の運用や点数の新設・改定が確定します。その内容
も当日お話いたします。
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●医療提供体制に関係するポイント・キーワード
・三位一体の改革
・病院の機能：特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関
・紹介率・逆紹介率、在宅復帰率
・医療DX

●働き方改革のポイント・キーワード
・「勤務医」の働き方改革
・高度急性期が中心（ER、ICU、外科系、麻酔）
・医療関連職種へのタスクシフト
・認定看護師、特定看護師、NPの活用か、看護師や関連職種全体のタスクの見直しか？
・混合病棟化、複合病棟編成化での、看護師等のスキル維持、手順の標準化
・「手順の標準化」＝「知識の標準化」＋「材料の標準化」のレベル感

●トリプル改定の前に、診療報酬のポイント・キーワード
・診療報酬の基本構造
・レセプトの審査
・適時調査と指導
・読み解く5つのポイント
・トリプル改定の概要
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Genba
（現場）

Gakkai
（学会）

Gyoukai
（業界）

Genbutsu
（現物）

・ガイドライン
・文献
・第一人者の発信

・業界団体の動向
・規制緩和

・医療現場での
課題、声

Gyousei
（行政）

・厚労省
・診療報酬
・医療法
・医療事故

医療環境の５つのＧ

・手技、ケア、
製品、サービス
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Genba
（現場）

Gakkai
（学会）

Gyoukai
（業界）

・ガイドライン
・文献
・第一人者の発信

・業界団体の動向
・規制緩和

・医療現場での
課題、声

Gyousei
（行政）

・厚労省
・診療報酬
・医療法
・医療事故

Genbutsu
（現物）

学会、業界、行政に変化があると、
現場の環境にも変化がでます。
現物（製品、サービス）の
位置づけもかわります。
周辺の３Ｇを常に注目しましょう。

医療環境の５つのＧ
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・手技、ケア、
製品、サービス
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本文・通知等

技術資料

事故報告

基本要件

加算要件

製品の保険償還

学会誌の文献

学会での発表

Ｄランク

医師法
保助看法等

の
医療従事者
の各種法規

Ａランク

医療法

診療報酬
（健康保険法）

労働基準法

Ｂランク

機能評価

ＪＣＩ

ガイドライン（海外・国内）

Ｃランク 学会関連

専門雑誌等の記事

Ｅランク

広告

記事広告

会社発信のケースレポートなど

医療現場への強制力＆影響力の概念

法的
拘束力
推進力

学問的
専門的
影響力

広告
宣伝
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https://www.igaku.co.jp/wocnursing/wocnursing_1901.html
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医療の質

診療報酬
介護報酬

手順の標準化

知識の標準化

材料の標準化

病病連携、病診連携から

多極連携へ・・・
（病院・診療所・介護施設・訪問看護Ｓ・薬局）
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●医療提供体制に関係するポイント・キーワード
・三位一体の改革
・病院の機能：特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関
・紹介率・逆紹介率、在宅復帰率
・医療DX

●働き方改革のポイント・キーワード
・「勤務医」の働き方改革
・高度急性期が中心（ER、ICU、外科系、麻酔）
・医療関連職種へのタスクシフト
・認定看護師、特定看護師、NPの活用か、看護師や関連職種全体のタスクの見直しか？
・混合病棟化、複合病棟編成化での、看護師等のスキル維持、手順の標準化
・「手順の標準化」＝「知識の標準化」＋「材料の標準化」のレベル感

●トリプル改定の前に、診療報酬のポイント・キーワード
・診療報酬の基本構造
・レセプトの審査
・適時調査と指導
・読み解く5つのポイント
・トリプル改定の概要
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大分類 小分類 数

●病院数 ８,１００

精神科除く ７,１００

精神科含む→
200床以上 ２,４００

200症未満 ５７００

●診療所数

全体 １０５,０００

有床 ６,０００

無床 ９９,０００

●訪問看護ステーション ステーション数 １３,０００

◆ベッド数
一般病床（急性期/回復期） ９００,０００

療養病床 ３００,０００

■医師数
医療機関所属 ３３０,０００

病院勤務 ２２０,０００

■看護師数 医療関連所属（準看含む） １,５００,０００

重なりあり

認定看護師 ２３,０００

WOC ２,６００

特定看護師 １０,０００

NP ７００

ざっくりとした日本の医療環境（介護除く）
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社会保障審議会介護給付費分科会（第221回） 令和５年８月７日
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社会保障審議会介護給付費分科会（第221回） 令和５年８月７日
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厚生労働省 平成31年4月24日 社会保障審議会医療部会 17
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令和４年度第１回医療政策研修会第１回地域医療構想アドバイザー会議
2022-9-15 （厚生労働省）
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令和４年度第１回医療政策研修会第１回地域医療構想アドバイザー会議
2022-9-15 （厚生労働省）
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厚生労働省：第1回第8次医療計画等に関する検討会令和3年6月18 日 20
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出典：令和４年度第2 回医療政策研修会第2回地域医療構想アドバイザー会議 令和5年1月20 日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194369.html

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001040950.pdf
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令和４年度第１回医療政策研修会第１回地域医療構想アドバイザー会議
2022-9-15 （厚生労働省）
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内閣府 経済財政諮問会議 平成29年4月12日 23
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厚生労働省 第19回第８次医療計画等に関する検討会 2022-11-24

24



Takamizu©️ALCARE Co., Ltd. All rights reserved.
厚生労働省 第19回第８次医療計画等に関する検討会 2022-11-24
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令和４年度第１回医療政策研修会第１回地域医療構想アドバイザー会議
2022-9-15 （厚生労働省）
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令和４年度第１回医療政策研修会第１回地域医療構想アドバイザー会議
2022-9-15 （厚生労働省）
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７：１

２０：１

１３：１

１３：１
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○･･･包括支払い ×・・・出来高支払い
WOCナーシング 2019年1月号（医学出版）
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●急性期の病床利用率（稼働率）

全国平均 ７５％
８５％を越えると 混合病棟化
９５％を越えると 男女混合化

●地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟、療養病棟

もともと混合病棟であるが、急速にこれらの病棟が増える。

日本全国混合病棟化

７５
１００

７５
８５

病床削減で稼働率
UP？
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●院内トレーニングが大きな課題

・時間内での研修不可の厳格化

・研修項目の増加（診療報酬や医療法の遵守）

●医療安全がより重視

・医療事故報告の推進

混合病棟化の増加 医療安全の重視研修の課題

レベルを見直して、院内全体の統一した手順、簡便な研修方法が最重要
35
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医療の質

診療報酬
介護報酬

手順の標準化

知識の標準化

材料の標準化

病病連携、病診連携から

多極連携へ・・・
（病院・診療所・介護施設・訪問看護Ｓ・薬局）
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厚生労働省 令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会
（第１回） 2023-3-15 37
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厚生労働省 令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会
（第１回） 2023-3-15 38
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●医療提供体制に関係するポイント・キーワード
・三位一体の改革
・病院の機能：特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関
・紹介率・逆紹介率、在宅復帰率
・医療DX

●働き方改革のポイント・キーワード
・「勤務医」の働き方改革
・高度急性期が中心（ER、ICU、外科系、麻酔）
・医療関連職種へのタスクシフト
・認定看護師、特定看護師、NPの活用か、看護師や関連職種全体のタスクの見直しか？
・混合病棟化、複合病棟編成化での、看護師等のスキル維持、手順の標準化
・「手順の標準化」＝「知識の標準化」＋「材料の標準化」のレベル感

●トリプル改定の前に、診療報酬のポイント・キーワード
・診療報酬の基本構造
・レセプトの審査
・適時調査と指導
・読み解く5つのポイント
・トリプル改定の概要
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令和４年度第１回医療政策研修会第１回地域医療構想アドバイザー会議
2022-9-15 （厚生労働省）
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厚生労働省 第16回医師の働き方改革に関する検討会（平成31年1月11日）
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000467710.pdf
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厚生労働省：第16回 医師の働き方改革の検討会 平成31年1月11 日 43
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2014年6月25日の公布・施行

厚生労働省 医療介護総合確保推進法説明資料

19の関連法の
束ね法案
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厚生労働省 医療介護総合確保推進法説明資料
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厚生労働省：第16回 医師の働き方改革の検討会 平成31年1月11 日 53
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中央社会保険医療協議会総会（第503回）令和３年12月８日
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絶対的医行為（例：手術、処方、診断）

診療の補助
（看護師が医師の指示のもとでできる領域）

特定行為等の概念図
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絶対的医行為（例：手術、処方、診断）

診療の補助
（看護師が医師の指示のもとでできる領域）

海外のNPのできる領域（単独で一部の診断、処方、処置）

特定行為（医師の包括指示で実施できる）
この領域でも、医師の具体的指示があれば一般の看護師も実施できる

特定行為等の概念図
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絶対的医行為（例：手術、処方、診断）

診療の補助
（看護師が医師の指示のもとでできる領域）

特定行為の領域を含めて
全ての診療の補助の領域を

医師の具体的な指示のもと、一般の看護師が実施している

海外のNPのできる領域（単独で一部の診断、処方、処置）

特定行為（医師の包括指示で実施できる）
この領域でも、医師の具体的指示があれば一般の看護師も実施できる

特定行為等の概念図（例１）
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絶対的医行為（例：手術、処方、診断）

診療の補助
（看護師が医師の指示のもとでできる領域）

特定行為の領域はもちろん、特定行為の領域に
該当しない診療の補助であっても、

病院の方針で具体的指示でも看護師の実施できる範囲を制限している

ただし、特定行為の研修を終了した場合は
その該当領域についてのみ看護師にも実施を認める

海外のNPのできる領域（単独で一部の診断、処方、処置）

特定行為（医師の包括指示で実施できる）
この領域でも、医師の具体的指示があれば一般の看護師も実施できる

特定行為等の概念図（例２）
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絶対的医行為（例：手術、処方、診断）

診療の補助
（看護師が医師の指示のもとでできる領域）

特定行為の領域はもちろん、特定行為の領域に
該当しない診療の補助であっても、

病院の方針で具体的指示でも看護師の実施できる範囲を制限している

たとえ特定行為の研修を終了した場合でも
具体的指示、包括指示を問わず、実施できる範囲はかえない

海外のNPのできる領域（単独で一部の診断、処方、処置）

特定行為（医師の包括指示で実施できる）
この領域でも、医師の具体的指示があれば一般の看護師も実施できる

特定行為等の概念図（例３）
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厚生労働省：第16回 医師の働き方改革の検討会 平成31年1月11 日 64
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厚生労働省 特定行為研修制度の推進について 2022-12
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大分類 小分類 数

●病院数 ８,１００

精神科除く ７,１００

精神科含む→
200床以上 ２,４００

200症未満 ５７００

●診療所数

全体 １０５,０００

有床 ６,０００

無床 ９９,０００

●訪問看護ステーション ステーション数 １３,０００

◆ベッド数
一般病床（急性期/回復期） ９００,０００

療養病床 ３００,０００

■医師数
医療機関所属 ３３０,０００

病院勤務 ２２０,０００

■看護師数 医療関連所属（準看含む） １,５００,０００

重なりあり

認定看護師 ２３,０００

WOC ２,６００

特定看護師 １０,０００

NP ７００

ざっくりとした日本の医療環境（介護除く）
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絶対的医行為（例：手術、処方、診断）

診療の補助
（看護師が医師の指示のもとでできる領域）

特定行為の領域はもちろん、特定行為の領域に
該当しない診療の補助であっても、

病院の方針で具体的指示でも看護師の実施できる範囲を制限している

ただし、特定行為の研修を終了した場合は
その該当領域についてのみ看護師にも実施を認める

海外のNPのできる領域（単独で一部の診断、処方、処置）

特定行為（医師の包括指示で実施できる）
この領域でも、医師の具体的指示があれば一般の看護師も実施できる

特定行為等の概念図（例２）
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絶対的医行為（例：手術、処方、診断）

診療の補助
（看護師が医師の指示のもとでできる領域）

特定行為の領域はもちろん、特定行為の領域に
該当しない診療の補助であっても、

病院の方針で具体的指示でも看護師の実施できる範囲を制限している

ただし、特定行為の研修を終了した場合は
その該当領域についてのみ看護師にも実施を認める

海外のNPのできる領域（単独で一部の診断、処方、処置）

特定行為（医師の包括指示で実施できる）
この領域でも、医師の具体的指示があれば一般の看護師も実施できる

特定行為等の概念図（例２-２）
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７：１

２０：１

１３：１

１３：１
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医療の質

診療報酬
介護報酬

手順の標準化

知識の標準化

材料の標準化

病病連携、病診連携から

多極連携へ・・・
（病院・診療所・介護施設・訪問看護Ｓ・薬局）
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令和４年度第１回医療政策研修会第１回地域医療構想アドバイザー会議
2022-9-15 （厚生労働省）
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●医療提供体制に関係するポイント・キーワード
・三位一体の改革
・病院の機能：特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関
・紹介率・逆紹介率、在宅復帰率
・医療DX

●働き方改革のポイント・キーワード
・「勤務医」の働き方改革
・高度急性期が中心（ER、ICU、外科系、麻酔）
・医療関連職種へのタスクシフト
・認定看護師、特定看護師、NPの活用か、看護師や関連職種全体のタスクの見直しか？
・混合病棟化、複合病棟編成化での、看護師等のスキル維持、手順の標準化
・「手順の標準化」＝「知識の標準化」＋「材料の標準化」のレベル感

●トリプル改定の前に、診療報酬のポイント・キーワード
・診療報酬の基本構造
・レセプトの審査
・適時調査と指導
・読み解く5つのポイント
・トリプル改定の概要
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① 診療報酬 （医療保険） １点 １０円

② 介護報酬 （介護保険） １単位 １０円

診療報酬は、厚生省が決める医療の価格表です。
2年に一度改定されます。

介護報酬は、厚生省が決める介護の価格表です。
3年に一度改定されます。
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＜レセプトの審査＞

レセプト審査は、都道府県や健康保険によって、
解釈や運用にバラツキがあります。

必ずしも算定の絶対的な解釈や運用は、ありません。
都道府県厚生局、審査支払機関、健康保険組合等に相談しながら
ご判断下さい。

＜参考＞
●審査支払機関：47都道府県に2機関づつあります。
・社会保険診療報酬支払基金（社保）
・国民健康保険団体連合会（国保）

●審査枚数
・社会保険診療報酬支払基金 ：約8100万枚（月）
・国民健康保険団体連合会 ：約8400万枚（月）
全てを詳細に審査できないのが実情です。

●健康保険組合数
・全国に約3400の保険組合があり、そこでも審査をします。 85
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中央社会保険医療協議会総会（第356回）議事次第「横断的事項（その2）について」（2017年7月12日）（厚生労働省） 86
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88中央社会保険医療協議会総会（第356回）議事次第「横断的事項（その2）について」（2017年7月12日）（厚生労働省）
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90中央社会保険医療協議会総会（第356回）議事次第「横断的事項（その2）について」（2017年7月12日）（厚生労働省）



Takamizu©️ALCARE Co., Ltd. All rights reserved.

返戻（へんれい）と査定

返戻 記入モレ・記入ミス （例：保険証番号等）

査定 審査による減額

Ａ：適応外 （例：医薬品の適応外等）

Ｂ：過剰

Ｃ：重複

Ｄ：算定要件外 （告示、通知による審査員判定）

91



Takamizu©️ALCARE Co., Ltd. All rights reserved.

施設基準と届出

指導・適時調査
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厚生労働省 令和3 年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況 93
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指導 ：選択された病院に入ります。
：カルテまでさかのぼって指導されます。

適時調査 ：全ての病院に調査が入る可能性があります。
：施設基準（様式の記載、各種記録、運用）を調査されます。

監査 ：明らかな不正が疑われる等です。（一般的には関係ありません）

厚生労働省 令和3 年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況
96
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厚生労働省 令和3 年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況 97
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厚生労働省 令和3 年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況
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厚生労働省 令和3 年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況
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https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html
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https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html 104
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https://www.igaku.co.jp/wocnursing/wocnursing_1901.html
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読み解く５つのポイント

①施設基準・通則・留意事項/疑義解釈、行政による指導

●施設基準
一定の人員要件や設備要件を充足している場合に、地方厚生( 支) 局長へ所定の届出
を行うことにより、診療報酬の算定において通常よりも高い点数が算定可能となるも
の。
約500 種類の施設基準がある。

●通則
診療報酬の基本となる点数と規定。

●留意事項/疑義解釈
施設基準や通則等についての、より具体的な規定や運用。

●行政による指導等
個別指導、共同指導、特定共同指導、監査、適時調査などでチェックされ、著しい逸
脱などの場合は、返金になる。
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②医師、看護師等の診療報酬上の基準を見極める５つのキーワード

（1）領域・診療科：「○○の領域に従事して・・・」等、
専門領域や診療科の規定

（2）年数：（１）についての、経験年数の規定

（3）研修：所定の研修受講の義務の有無の規定

（4）専従・専任：「専従」や「専任」による業務時間のしばりの規定
（次のスライド参照）

（5）常勤：「常勤」のしばりの規定
（32 時間を基本とするが、働き方改革によって、22 時間以上の

非常勤を2 人合算することで条件を満たす項目もある）

読み解く５つのポイント
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③専従と専任

●専従
規定した仕事以外には、やってはいけないことが基本だが、実際は解釈に幅
がある。限りなく１００％の解釈が多いので確認が必要。
（例：計画的な夜勤や外来応援はできない等）

●専任
通常の看護業務等と兼任できる。２０％～５０％まで解釈・運用に幅がある。
専任を２つも３つも兼務できない運用が一般的だが、複数の専任の兼務もＯ
Ｋになる場合もあるので確認が必要。

読み解く５つのポイント
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④言葉の意味と強制力

◆「こと」と「望ましい」
●「こと」 ：実施することが必須なこと。
●「望ましい」：できるだけ実施した方が良いが任意性がある。

◆「共同」「合同」と「連携」
●「共同して」「合同で」：一緒に活動や実施する対等な関係。
●「連携して」：自分が主体で連携先はアドバイザー、サポート、

サブメンバー的な関係。

◆「○○回」
●「回数」に具体的な規定がある項目は、その回数を満たすことが必要。
●「原則」「程度」の表記を拡大解釈して運用が緩くならないように注意。

◆「回診」「巡回」「カンファレンス」
●回診：医師を中心に、各患者のベッドサイトまで行く。（栄養サポート、精神科リエゾン）
●巡回：患者ごとではなく、院内全体のチェック。（医療安全、感染対策、認知症ケア）
●カンファレンス：症例検討などを交えた院内全体の検討。

読み解く５つのポイント
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⑤医療法、基本料、医師法、機能評価、職種関連法規との関係

●同じような領域でも、医療法、機能評価、入院基本料、加算、でそれぞれ規
定がことなるので、注意が必要。
（例：感染対策、医療安全、褥瘡等々）

●チーム医療は、医師、看護師、関係職種がチームを組むが、医師以外は職務
権限が限られているので、各職種の役割が本来の権限から逸脱しないように
注意が必要。

読み解く５つのポイント
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111

＜抄録＞

速報！！2024年W改定：褥瘡にかかわる診療報酬・介護報酬
―医療行政の大変革と併せて読み解く―

2024年は、「診療報酬」「介護報酬」「障害福祉支援サービス」のトリプル改定だけでなく、「働き方改
革」「第8次医療計画」「第９期介護保険事業（支援）計画」等も重なる医療制度の大変革の年になります。
見方を変えれば、いろいろな制度の新設や整合性がとれるチャンスです。医療行政の方向性と併せてトリ
プル改定の内容をお話させていただきます。
なお、本抄録は、2月15時点で書いており、診療報酬（中医協答申）、介護報酬改定（案）、障害福祉サー
ビス改定（案）の段階での内容になります。
3月上旬から順次発出される、診療報酬、介護報酬等の正式な告示・通知等によって、多くの医療・介護等
の政策が確定していきます。
当日は、それらもできるだけ反映してお話させていただきます。

＜主な項目の改定予定＞
●入院基本料：「身体的拘束の最小化」が義務化され、できていない場合は入院基本料が40点（日）減算
になる。MDRPU、スキン-テアにも関連するので連携が必要。
●看護必要度：「重度褥瘡」の扱いが変更される
●褥瘡ハイリスク患者ケア加算：褥瘡管理者（専従のWOC等）の活動について、「介護施設に赴いて助言
することが月10時間」まで認められる。
●訪問看護管理療養費：「別表８」の患者（真皮を越える褥瘡等）の一定以上の実績が必要となる。
●介護施設、ショートステイ、訪問看護：診療報酬と同様に「身体的拘束」について、それぞれ内容は異
なるが、新設・改正される。
●介護保険でも診療報酬同様の「専門管理加算」が新設される。
●介護保険の「褥瘡マネジメント加算」の要件が変更になる。
＜その他＞
●現段階ではまだ不明である一般的な項目について、3月5日（予定）の正式な告示・通知で、処置等の手
技料、管理料、医療機器/医療材料等のさまざまな項目の運用や点数の新設・改定が確定します。その内容
も当日お話いたします。
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出典：厚生労働省「令和6年診療報酬改定の主なポイント」

アルケア佐竹の資料より引用
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出典：厚生労働省「令和6年診療報酬改定の主なポイント」

アルケア佐竹の資料より引用
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224スライド

43スライド
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117
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）保医発0305第５号 令和６年３月５日

４褥瘡対策の基準

(１) 当該保険医療機関において、褥瘡対策が行われていること。

(２) 当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関する臨床経験を有する専任の看護職員から構成
される褥瘡対策チームが設置されていること。

(３) 当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき、別添６の別紙３を参考として褥瘡に関する危険因子
の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、(２)に掲げる専任の医師及び専任の
看護職員が適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行うこと。ただし、当該医師及び当該看護職員が作成した診療
計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該看護職員以外であっても差し支えない。また、様式につい
ては褥瘡に関する危険因子評価票と診療計画書が別添６の別紙３のように１つの様式ではなく、それぞれ独立した様式となっ
ていても構わない。

(４) 褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記
載すること。必要に応じて、薬剤師又は管理栄養士と連携して、当該事項を記載すること。なお、診療所において、薬学的管
理及び栄養管理を実施して
いる場合について、当該事項を記載しておくことが望ましい。

(５) 栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記載を省略することができること。ただし、この場合は、当
該栄養管理計画書において、体重減少、浮腫の有無等の別添６の別紙３に示す褥瘡対策に必要な事項を記載していること。

(６) 褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥瘡対策に係る委員会が定期的に開催されていることが望ましい。

(７) 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。

(８) 毎年８月において、褥瘡患者数等について、別添７の様式５の４により届け出ること。
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118
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）保医発0305第５号 令和６年３月５日

2022年から
DESIGN-R 2020 
に変更になった。
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119
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）保医発0305第５号 令和６年３月５日

2022年から、褥瘡対策に関する診療計画書に
「薬学的管理」と「栄養管理」が追加された。

記入は、専任の医師、専任の看護職員でかまわない。
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120
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）保医発0305第５号 令和６年３月５日

５栄養管理体制の基準

(１) 当該病院である保険医療機関（特別入院基本料等を算定する病棟のみを有するものを除く。）内に、常勤の管理栄養士が
１名以上配置されていること。

(２) 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養
管理手順（標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等）を作成するこ
と。

(３) 入院時に患者の栄養状態を医師、看護職員、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について入院
診療計画書に記載していること。

(４) (３)において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、看
護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの栄養状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画（別添６の別紙
23 又はこれに準じた様式とする。）を作成していること。なお、救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定できない
場合の栄養管理計画は、入院後７日以内に策定することとする。

(５) 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法、特別食の有無等）、栄養食事相談に関する事項（入
院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等）、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載するこ
と。また、当該計画書又はその写しを診療録等に添付すること。

(６) 当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応
じて栄養管理計画を見直していること。

(７) 特別入院基本料等を算定する場合は、(１)から(６)までの体制を満たしていることが望ましい。

(８) (１)に規定する管理栄養士は、１か月以内の欠勤については、欠勤期間中も(１)に規定する管理栄養士に算入することがで
きる。なお、管理栄養士が欠勤している間も栄養管理のための適切な体制を確保していること。

(９) 当該保険医療機関（診療所を除く。）において、管理栄養士の離職又は長期欠勤のため、(１)に係る基準が満たせなくなっ
た場合、地方厚生（支）局長に届け出た場合に限り、当該届出を行った日の属する月を含む３か月間に限り、従前の入院基本
料等を算定できる。
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121
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）保医発0305第５号 令和６年３月５日

７身体的拘束最小化の基準

(１) 当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体
的拘束を行ってはならないこと。

(２) (１)の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録
しなければならないこと。

(３) 身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束
し、その運動を抑制する行動の制限をいうこと。

(４) 当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束
最小化チームが設置されていること。なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望
ましい。

(５) 身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。

ア身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。

イ身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、アを踏まえ、定期的に当該指針の見
直しを行うこと。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や(３)に規定する身体的拘束以外の患者の行動を
制限する行為の最小化に係る内容を盛り込むことが望ましい。

ウ入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行うこと。

(６) (１)から(５)までの規定に関わらず、精神科病院（精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。）
における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25 年法律25 第123 号）の規定
による。

(７) 令和６年３月31 日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和７
年５月31 日までの間に限り、(１）から(５）までの基準を満たしているものとする。
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122
別表第一 厚生労働省告示第57号 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 令和６年３月５日

７ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身
体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、第１節（特別入院基本料
等を含む。）、第３節及び第４節（短期滞在手術等基本料１を除く。）の各区分に掲げるそれぞれの入院
基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数を算定する。

８ ７に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養管理体制に関する基準を満たすことができな
い保険医療機関（診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基準を満たすものに限る。）については、第
１節（特別入院基本料等を除く。）、第３節及び第４節（短期滞在手術等基本料１を除く。）の各区分に
掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から１日につき40点を減
算する。

９ ７に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化に関する基準を満たすことがで
きない保険医療機関については、第１節（特別入院基本料等を除く。）、第３節及び第４節（短期滞在手
術等基本料１を除く。）の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料

の所定点数から１日につき40点を減算する。
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123
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）保医発0305第５号 令和６年３月５日
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出典：厚生労働省 社会保障審議会(令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会)_令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回)

アルケア佐竹の資料より引用
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出典：厚生労働省 社会保障審議会(令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会)_令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回) 127
アルケア佐竹の資料より引用
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出典：厚生労働省 社会保障審議会(令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会)_令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回)

アルケア佐竹の資料より引用
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出典：厚生労働省 社会保障審議会(令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会)_令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回)

アルケア佐竹の資料より引用
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134https://www.alcare.co.jp/medical/seminar/202404/nursingcare_yokusei_20240405.html

https://www.alcare.co.jp/medical/seminar/202404/nursingcare_yokusei_20240405.html
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厚生労働省 中医協 入院（その６） 令和5年12月6日



Takamizu©️ALCARE Co., Ltd. All rights reserved.

７：１

２０：１

１３：１

１３：１
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2022
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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）保医発0305第５号 令和６年３月５日

第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
１褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準
(１) 当該保険医療機関内に、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を５年以上有する看護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者を
褥瘡管理者として専従で配置していること。なお、ここでいう褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修とは、次の内容を含むものをいうこと。

ア国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600 時間以上の研修
（修了証の交付があるもの）又は保健師助産師看護師法第37 条の２第２項第５号に規定する指定研修機関において行われる褥瘡等の創傷ケアに係る研修である
こと。

イ講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体
例に基づいて実施する研修

注２に規定する点数を算定する場合は、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を５年以上有する看護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修（ア
及びイによるもの。）を修了した者を褥瘡管理者として配置していること。

(２) 褥瘡管理者は、その特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に影響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合
には、専従の褥瘡管理者とみなすことができる。

(３) 別添６の別紙16 の褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書を作成し、それに基づく重点的な褥瘡ケアの実施状況及び評価結果を記録していること。

(４) 褥瘡対策チームとの連携状況、院内研修の実績、褥瘡リスクアセスメント実施件数、褥瘡ハイリスク患者特定数、褥瘡予防治療計画件数及び褥瘡ハイリスク
患者ケア実施件数を記録していること。

(５) 褥瘡対策に係るカンファレンスが週１回程度開催されており、褥瘡対策チームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加して
いること。

(６) 総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施していること。

(７) 重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者（褥瘡の予防・管理が難しい患者又は褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する入院患者をいい、褥瘡リス
クアセスメント票を用いて判定する。）に対して、適切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画の作成、継続的な褥瘡ケアの実施及び評価、褥瘡等の早期発
見及び重症化防止のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。

(８) 毎年８月において、褥瘡患者数等について、別添７の様式37 の２により届け出ること。

２褥瘡管理者の行う業務に関する事項
(１) 褥瘡管理者は、院内の褥瘡対策チームと連携して、所定の方法により褥瘡リスクアセスメントを行うこと。

(２) (１)の結果、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、当該患者の診療を担う医師、看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して褥瘡の
発生予防等に関する予防治療計画を個別に立案すること。
(３) 当該計画に基づく重点的な褥瘡ケアを継続して実施し、その評価を行うこと。

(４) (１)から(３)までの他、院内の褥瘡対策チーム及び当該患者の診療を担う医師と連携して、院内の褥瘡発生状況の把握・報告を含む総合的な褥瘡管理対策を行
うこと。

３届出に関する事項
褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式37 を用いること。なお、
当該加算の届出については実績を要しない

あれ？
追記されていないようです
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ADL維持向上体制加算が廃止
新たに組み換え
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●医療提供体制に関係するポイント・キーワード
・三位一体の改革
・病院の機能：特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関
・紹介率・逆紹介率、在宅復帰率
・医療DX

●働き方改革のポイント・キーワード
・「勤務医」の働き方改革
・高度急性期が中心（ER、ICU、外科系、麻酔）
・医療関連職種へのタスクシフト
・認定看護師、特定看護師、NPの活用か、看護師や関連職種全体のタスクの見直しか？
・混合病棟化、複合病棟編成化での、看護師等のスキル維持、手順の標準化
・「手順の標準化」＝「知識の標準化」＋「材料の標準化」のレベル感

●トリプル改定の前に、診療報酬のポイント・キーワード
・診療報酬の基本構造
・レセプトの審査
・適時調査と指導
・読み解く5つのポイント
・トリプル改定の概要

170
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＜抄録＞

速報！！2024年W改定：褥瘡にかかわる診療報酬・介護報酬
―医療行政の大変革と併せて読み解く―

2024年は、「診療報酬」「介護報酬」「障害福祉支援サービス」のトリプル改定だけでなく、「働き方改
革」「第8次医療計画」「第９期介護保険事業（支援）計画」等も重なる医療制度の大変革の年になります。
見方を変えれば、いろいろな制度の新設や整合性がとれるチャンスです。医療行政の方向性と併せてトリ
プル改定の内容をお話させていただきます。
なお、本抄録は、2月15時点で書いており、診療報酬（中医協答申）、介護報酬改定（案）、障害福祉サー
ビス改定（案）の段階での内容になります。
3月上旬から順次発出される、診療報酬、介護報酬等の正式な告示・通知等によって、多くの医療・介護等
の政策が確定していきます。
当日は、それらもできるだけ反映してお話させていただきます。

＜主な項目の改定予定＞
●入院基本料：「身体的拘束の最小化」が義務化され、できていない場合は入院基本料が40点（日）減算
になる。MDRPU、スキン-テアにも関連するので連携が必要。
●看護必要度：「重度褥瘡」の扱いが変更される
●褥瘡ハイリスク患者ケア加算：褥瘡管理者（専従のWOC等）の活動について、「介護施設に赴いて助言
することが月10時間」まで認められる。
●訪問看護管理療養費：「別表８」の患者（真皮を越える褥瘡等）の一定以上の実績が必要となる。
●介護施設、ショートステイ、訪問看護：診療報酬と同様に「身体的拘束」について、それぞれ内容は異
なるが、新設・改正される。
●介護保険でも診療報酬同様の「専門管理加算」が新設される。
●介護保険の「褥瘡マネジメント加算」の要件が変更になる。
＜その他＞
●現段階ではまだ不明である一般的な項目について、3月5日（予定）の正式な告示・通知で、処置等の手
技料、管理料、医療機器/医療材料等のさまざまな項目の運用や点数の新設・改定が確定します。その内容
も当日お話いたします。
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ご清聴ありがとうございました。
本日の講演は、
2024年3月5日現在での内容になります。

今後、3月中旬から発出される、
診療報酬、介護報酬等の正式な告示・通知等によって、
多くの医療・介護等の政策が確定していきます。

本日のスライドは、近々、中国四国地方会のHPにUP頂く予定です。
ご自由にダウンロードしていただき、ご活用ください。
よろしくお願い申し上げます。

お疲れ様でした！！
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＜参考＞
2022年度

診療報酬改定の復習

2024年度
診療報酬改定でも

大きな変更はありません。
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退院後訪問指導料
WOC／特定看護師
による同行訪問看護

専門管理加算 在宅患者訪問褥瘡管理指導料

点数

●580点（1日）
・退院後１か月以内に限り、５回を限
度として算定する。

●1285点（月一回）
・皮膚・排泄ケア認定看護師（WOC)／特定

看護師（創傷管理関連）を訪問させて、他
の保険医療機関の看護師・准看護師又は訪
問看護ステーションの看護師・准看護師と
共同して同一日に看護又は療養上必要な指
導を行った場合に算定する。

・緩和ケア認定看護師等も可

●250点（月一回）
・通常の訪問看護の費用に加算する。

●750点（一回）
・初回訪問から起算して、当該患者１人について６月以内に限
り、カンファレンスを実施した場合に３回を限度に所定点数を
算定することができる。なお、当該指導料を算定した場合、初
回訪問から１年以内は当該指導料を算定することはできない。

●20点（一回のみ）
・在宅療養を担う訪問看護ステーショ
ン又は他の保険医療機関の看護師等と
同行し、指導を行った場合には、訪問
看護同行加算として、退院後１回に限
り、所定点数に加算する。

算定患者

別表第8の患者
（例）
・真皮を超える褥瘡の状態にある者

・人工肛門又は人工膀胱を設置してい
る状態にある者

・その他：認知症高齢者自立度判定Ⅲ
以上等も対象

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者（在
宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合
にあっては真皮までの状態の患者）

②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚に
びらん等の皮膚障害が継続若しくは反復し
て生じている状態にある患者

③人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合
併症を有する患者

④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を
行っている患者

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者
（在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定
する場合にあっては真皮までの状態の
患者）

②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮
膚にびらん等の皮膚障害が継続若しく
は反復して生じている状態にある患者

③人工肛門若しくは人工膀胱のその他
の合併症を有する患者

④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療
法を行っている患者
⑤その他：特定行為関連

・ベッド上安静であって、既にDESIGN-R2020 による深さの評価
がd2 以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアから
オまでのいずれかを有する者
ア重度の末梢循環不全のもの
イ麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
ウ強度の下痢が続く状態であるもの
エ極度の皮膚脆弱であるもの
オ皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必
要であるもの

看護師等の
条件

・医師・保健師・助産師・看護師であ
れば特別な資格は不要

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師
①：特定看護師（創傷管理関連）

④：「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放
射線療法看護」「がん薬物療法看護」の認
定看護師、「がん看護」専門看護師

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師

④：「緩和ケア」「乳がん看護」「が
ん放射線療法看護」「がん薬物療法看
護」の認定看護師、「がん看護」専門
看護師

⑤：特定看護師（「呼吸器（長期呼吸
療法に係るもの）関連」「ろう孔管理
関連」「創傷管理関連」「栄養及び水
分管理に係る薬剤投与関連」「在宅・
慢性期領域パッケージ研修」）

＜在宅褥瘡対策チームの構成員＞
ア常勤の医師
イ保健師、助産師、看護師又は准看護師（訪問看護ステーショ
ンでも可）
ウ管理栄養士（公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄

養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他
の保険医療機関でも可）
必要に応じて、理学療法士、薬剤師等

・在宅褥瘡対策チームのア又はイ（准看護師を除く。）のいず
れか１名以上については、在宅褥瘡管理者であること。

算定の条件

・入院保険医療機関の医師又は当該医
師の指示を受けた当該保険医療機関の
保健師、助産師又は看護師が患家、介
護保険施設又は指定障害者支援施設等
において患者又はその家族等の患者の
看護に当たる者に対して、在宅での療
養上必要な指導を行った場合に算定す
る。ただし、介護老人保健施設に入所
中又は医療機関に入院中の患者は算定
の対象としない。

・皮膚・排泄ケア認定看護師／特定看護師
（創傷管理関連）が通常の訪問看護師等と
同一日に訪問する。（同一日に行けば、一
緒でなくてもよい）

・「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射
線療法看護」「がん薬物療法看護」の認定
看護師、「がん看護」専門看護師も可

・通常の訪問看護の費用に加算する。

⑤特定行為のうち訪問看護において専
門の管理を必要とするものとは、以下
のアからキまでに掲げるものをいう。
ア気管カニューレの交換
イ胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ
テーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ膀胱ろうカテーテルの交換
エ褥瘡又は慢性創傷の治療における血
流のない壊死組織の除去
オ創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ持続点滴中の高カロリー輸液の投与
量の調整
キ脱水症状に対する輸液による補正

・初回訪問時に、在宅褥瘡管理者を含む在宅褥瘡対策チームの構成員の他、
必要に応じて当該患者の診療を行う医療関係職種が患家に一堂に会し、褥
瘡の重症度やリスク因子についてのアセスメントを行い、褥瘡の指導管理
方針について、カンファレンス（以下「初回カンファレンス」という。）
を実施し、在宅褥瘡診療計画を立案する。

・初回カンファレンス実施後、評価のためのカンファレンスの実施までの
間、在宅褥瘡対策チームの各構成員は、月１回以上、計画に基づき、適切
な指導管理を行い、その結果について情報共有する。
ウ初回訪問後３月以内に、褥瘡の改善状況、在宅褥瘡診療計画に基づく指

導管理の評価及び必要に応じて見直し（以下「評価等」という。）のため
のカンファレンスを行う。２回目のカンファレンスにおいて評価等の結果、
更に継続して指導管理が必要な場合に限り、初回カンファレンスの後４月
以上６月以内の期間に３回目のカンファレンスにおいて評価等を実施する
ことができる。なお、３回目のカンファレンスでの評価等は、２回目のカ
ンファレンスの評価等の実施日から起算して３月以内に実施しなければな
らない。
・初回カンファレンス及び２回目以降のカンファレンスは、関係者全員が

患家に赴き実施することが原則であるが、以下のいずれも満たす場合は、
ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
ア当該カンファレンスに、当該保険医療機関から在宅褥瘡対策チームの構
成員として複数名参加すること
イ当該保険医療機関の在宅褥瘡対策チームの構成員のうち、１名以上は患
家に赴きカンファレンスを行っていること 174
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退院後訪問指導料
WOC／特定看護師
による同行訪問看護

専門管理加算 在宅患者訪問褥瘡管理指導料

点数

●580点（1日）
・退院後１か月以内に限り、５回を限
度として算定する。

●1285点（月一回）
・皮膚・排泄ケア認定看護師（WOC)／特定

看護師（創傷管理関連）を訪問させて、他
の保険医療機関の看護師・准看護師又は訪
問看護ステーションの看護師・准看護師と
共同して同一日に看護又は療養上必要な指
導を行った場合に算定する。

・緩和ケア認定看護師等も可

●250点（月一回）
・通常の訪問看護の費用に加算する。

●750点（一回）
・初回訪問から起算して、当該患者１人について６月以内に限
り、カンファレンスを実施した場合に３回を限度に所定点数を
算定することができる。なお、当該指導料を算定した場合、初
回訪問から１年以内は当該指導料を算定することはできない。

●20点（一回のみ）
・在宅療養を担う訪問看護ステーショ
ン又は他の保険医療機関の看護師等と
同行し、指導を行った場合には、訪問
看護同行加算として、退院後１回に限
り、所定点数に加算する。

算定患者

別表第8の患者
（例）
・真皮を超える褥瘡の状態にある者

・人工肛門又は人工膀胱を設置してい
る状態にある者

・その他：認知症高齢者自立度判定Ⅲ
以上等も対象

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者（在
宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合
にあっては真皮までの状態の患者）

②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚に
びらん等の皮膚障害が継続若しくは反復し
て生じている状態にある患者

③人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合
併症を有する患者

④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を
行っている患者

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者
（在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定
する場合にあっては真皮までの状態の
患者）

②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮
膚にびらん等の皮膚障害が継続若しく
は反復して生じている状態にある患者

③人工肛門若しくは人工膀胱のその他
の合併症を有する患者

④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療
法を行っている患者
⑤その他：特定行為関連

・ベッド上安静であって、既にDESIGN-R2020 による深さの評価
がd2 以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアから
オまでのいずれかを有する者
ア重度の末梢循環不全のもの
イ麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
ウ強度の下痢が続く状態であるもの
エ極度の皮膚脆弱であるもの
オ皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必
要であるもの

看護師等の
条件

・医師・保健師・助産師・看護師であ
れば特別な資格は不要

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師
①：特定看護師（創傷管理関連）

④：「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放
射線療法看護」「がん薬物療法看護」の認
定看護師、「がん看護」専門看護師

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師

④：「緩和ケア」「乳がん看護」「が
ん放射線療法看護」「がん薬物療法看
護」の認定看護師、「がん看護」専門
看護師

⑤：特定看護師（「呼吸器（長期呼吸
療法に係るもの）関連」「ろう孔管理
関連」「創傷管理関連」「栄養及び水
分管理に係る薬剤投与関連」「在宅・
慢性期領域パッケージ研修」）

＜在宅褥瘡対策チームの構成員＞
ア常勤の医師
イ保健師、助産師、看護師又は准看護師（訪問看護ステーショ
ンでも可）
ウ管理栄養士（公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄

養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他
の保険医療機関でも可）
必要に応じて、理学療法士、薬剤師等

・在宅褥瘡対策チームのア又はイ（准看護師を除く。）のいず
れか１名以上については、在宅褥瘡管理者であること。

算定の条件

・入院保険医療機関の医師又は当該医
師の指示を受けた当該保険医療機関の
保健師、助産師又は看護師が患家、介
護保険施設又は指定障害者支援施設等
において患者又はその家族等の患者の
看護に当たる者に対して、在宅での療
養上必要な指導を行った場合に算定す
る。ただし、介護老人保健施設に入所
中又は医療機関に入院中の患者は算定
の対象としない。

・皮膚・排泄ケア認定看護師／特定看護師
（創傷管理関連）が通常の訪問看護師等と
同一日に訪問する。（同一日に行けば、一
緒でなくてもよい）

・「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射
線療法看護」「がん薬物療法看護」の認定
看護師、「がん看護」専門看護師も可

・通常の訪問看護の費用に加算する。

⑤特定行為のうち訪問看護において専
門の管理を必要とするものとは、以下
のアからキまでに掲げるものをいう。
ア気管カニューレの交換
イ胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ
テーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ膀胱ろうカテーテルの交換
エ褥瘡又は慢性創傷の治療における血
流のない壊死組織の除去
オ創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ持続点滴中の高カロリー輸液の投与
量の調整
キ脱水症状に対する輸液による補正

・初回訪問時に、在宅褥瘡管理者を含む在宅褥瘡対策チームの構成員の他、
必要に応じて当該患者の診療を行う医療関係職種が患家に一堂に会し、褥
瘡の重症度やリスク因子についてのアセスメントを行い、褥瘡の指導管理
方針について、カンファレンス（以下「初回カンファレンス」という。）
を実施し、在宅褥瘡診療計画を立案する。

・初回カンファレンス実施後、評価のためのカンファレンスの実施までの
間、在宅褥瘡対策チームの各構成員は、月１回以上、計画に基づき、適切
な指導管理を行い、その結果について情報共有する。
ウ初回訪問後３月以内に、褥瘡の改善状況、在宅褥瘡診療計画に基づく指

導管理の評価及び必要に応じて見直し（以下「評価等」という。）のため
のカンファレンスを行う。２回目のカンファレンスにおいて評価等の結果、
更に継続して指導管理が必要な場合に限り、初回カンファレンスの後４月
以上６月以内の期間に３回目のカンファレンスにおいて評価等を実施する
ことができる。なお、３回目のカンファレンスでの評価等は、２回目のカ
ンファレンスの評価等の実施日から起算して３月以内に実施しなければな
らない。
・初回カンファレンス及び２回目以降のカンファレンスは、関係者全員が

患家に赴き実施することが原則であるが、以下のいずれも満たす場合は、
ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
ア当該カンファレンスに、当該保険医療機関から在宅褥瘡対策チームの構
成員として複数名参加すること
イ当該保険医療機関の在宅褥瘡対策チームの構成員のうち、１名以上は患
家に赴きカンファレンスを行っていること
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WOCの同行訪問に、
WOCだけでなく

特定看護師（創傷管理関連）も追加
医療機関所属・訪問看護ステーション所属

どちらも同じ運用
対象患者は異なる（WOCのみストーマも対象）

ハイリスク加算等の専従でもOK
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退院後訪問指導料
WOC／特定看護師
による同行訪問看護

専門管理加算 在宅患者訪問褥瘡管理指導料

点数

●580点（1日）
・退院後１か月以内に限り、５回を限
度として算定する。

●1285点（月一回）
・皮膚・排泄ケア認定看護師（WOC)／特定

看護師（創傷管理関連）を訪問させて、他
の保険医療機関の看護師・准看護師又は訪
問看護ステーションの看護師・准看護師と
共同して同一日に看護又は療養上必要な指
導を行った場合に算定する。

・緩和ケア認定看護師等も可

●250点（月一回）
・通常の訪問看護の費用に加算する。

●750点（一回）
・初回訪問から起算して、当該患者１人について６月以内に限
り、カンファレンスを実施した場合に３回を限度に所定点数を
算定することができる。なお、当該指導料を算定した場合、初
回訪問から１年以内は当該指導料を算定することはできない。

●20点（一回のみ）
・在宅療養を担う訪問看護ステーショ
ン又は他の保険医療機関の看護師等と
同行し、指導を行った場合には、訪問
看護同行加算として、退院後１回に限
り、所定点数に加算する。

算定患者

別表第8の患者
（例）
・真皮を超える褥瘡の状態にある者

・人工肛門又は人工膀胱を設置してい
る状態にある者

・その他：認知症高齢者自立度判定Ⅲ
以上等も対象

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者（在
宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合
にあっては真皮までの状態の患者）

②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚に
びらん等の皮膚障害が継続若しくは反復し
て生じている状態にある患者

③人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合
併症を有する患者

④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を
行っている患者

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者
（在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定
する場合にあっては真皮までの状態の
患者）

②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮
膚にびらん等の皮膚障害が継続若しく
は反復して生じている状態にある患者

③人工肛門若しくは人工膀胱のその他
の合併症を有する患者

④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療
法を行っている患者
⑤その他：特定行為関連

・ベッド上安静であって、既にDESIGN-R2020 による深さの評価
がd2 以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアから
オまでのいずれかを有する者
ア重度の末梢循環不全のもの
イ麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
ウ強度の下痢が続く状態であるもの
エ極度の皮膚脆弱であるもの
オ皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必
要であるもの

看護師等の
条件

・医師・保健師・助産師・看護師であ
れば特別な資格は不要

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師
①：特定看護師（創傷管理関連）

④：「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放
射線療法看護」「がん薬物療法看護」の認
定看護師、「がん看護」専門看護師

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師

④：「緩和ケア」「乳がん看護」「が
ん放射線療法看護」「がん薬物療法看
護」の認定看護師、「がん看護」専門
看護師

⑤：特定看護師（「呼吸器（長期呼吸
療法に係るもの）関連」「ろう孔管理
関連」「創傷管理関連」「栄養及び水
分管理に係る薬剤投与関連」「在宅・
慢性期領域パッケージ研修」）

＜在宅褥瘡対策チームの構成員＞
ア常勤の医師
イ保健師、助産師、看護師又は准看護師（訪問看護ステーショ
ンでも可）
ウ管理栄養士（公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄

養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他
の保険医療機関でも可）
必要に応じて、理学療法士、薬剤師等

・在宅褥瘡対策チームのア又はイ（准看護師を除く。）のいず
れか１名以上については、在宅褥瘡管理者であること。

算定の条件

・入院保険医療機関の医師又は当該医
師の指示を受けた当該保険医療機関の
保健師、助産師又は看護師が患家、介
護保険施設又は指定障害者支援施設等
において患者又はその家族等の患者の
看護に当たる者に対して、在宅での療
養上必要な指導を行った場合に算定す
る。ただし、介護老人保健施設に入所
中又は医療機関に入院中の患者は算定
の対象としない。

・皮膚・排泄ケア認定看護師／特定看護師
（創傷管理関連）が通常の訪問看護師等と
同一日に訪問する。（同一日に行けば、一
緒でなくてもよい）

・「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射
線療法看護」「がん薬物療法看護」の認定
看護師、「がん看護」専門看護師も可

・通常の訪問看護の費用に加算する。

⑤特定行為のうち訪問看護において専
門の管理を必要とするものとは、以下
のアからキまでに掲げるものをいう。
ア気管カニューレの交換
イ胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ
テーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ膀胱ろうカテーテルの交換
エ褥瘡又は慢性創傷の治療における血
流のない壊死組織の除去
オ創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ持続点滴中の高カロリー輸液の投与
量の調整
キ脱水症状に対する輸液による補正

・初回訪問時に、在宅褥瘡管理者を含む在宅褥瘡対策チームの構成員の他、
必要に応じて当該患者の診療を行う医療関係職種が患家に一堂に会し、褥
瘡の重症度やリスク因子についてのアセスメントを行い、褥瘡の指導管理
方針について、カンファレンス（以下「初回カンファレンス」という。）
を実施し、在宅褥瘡診療計画を立案する。

・初回カンファレンス実施後、評価のためのカンファレンスの実施までの
間、在宅褥瘡対策チームの各構成員は、月１回以上、計画に基づき、適切
な指導管理を行い、その結果について情報共有する。
ウ初回訪問後３月以内に、褥瘡の改善状況、在宅褥瘡診療計画に基づく指

導管理の評価及び必要に応じて見直し（以下「評価等」という。）のため
のカンファレンスを行う。２回目のカンファレンスにおいて評価等の結果、
更に継続して指導管理が必要な場合に限り、初回カンファレンスの後４月
以上６月以内の期間に３回目のカンファレンスにおいて評価等を実施する
ことができる。なお、３回目のカンファレンスでの評価等は、２回目のカ
ンファレンスの評価等の実施日から起算して３月以内に実施しなければな
らない。
・初回カンファレンス及び２回目以降のカンファレンスは、関係者全員が

患家に赴き実施することが原則であるが、以下のいずれも満たす場合は、
ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
ア当該カンファレンスに、当該保険医療機関から在宅褥瘡対策チームの構
成員として複数名参加すること
イ当該保険医療機関の在宅褥瘡対策チームの構成員のうち、１名以上は患
家に赴きカンファレンスを行っていること
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・WOCの単独の訪問看護に加算
・特定看護師の単独の訪問看護に加算
（「手順書加算」の算定患者に限る）
（WOCのみストーマも対象）
・ひと月当たり一回に限る
・WOCの場合も特定看護師の場合も同じ金額2500円
・医療機関所属・訪問看護ステーション所属どちらも同じ運用
・ハイリスク加算等の専従でもOK
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・特定看護師のための「手順書」について
訪問看護指示書を出す医療機関に加算

・算定できる患者は限られている
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退院後訪問指導料
WOC／特定看護師
による同行訪問看護

専門管理加算 在宅患者訪問褥瘡管理指導料

点数

●580点（1日）
・退院後１か月以内に限り、５回を限
度として算定する。

●1285点（月一回）
・皮膚・排泄ケア認定看護師（WOC)／特定

看護師（創傷管理関連）を訪問させて、他
の保険医療機関の看護師・准看護師又は訪
問看護ステーションの看護師・准看護師と
共同して同一日に看護又は療養上必要な指
導を行った場合に算定する。

・緩和ケア認定看護師等も可

●250点（月一回）
・通常の訪問看護の費用に加算する。

●750点（一回）
・初回訪問から起算して、当該患者１人について６月以内に限
り、カンファレンスを実施した場合に３回を限度に所定点数を
算定することができる。なお、当該指導料を算定した場合、初
回訪問から１年以内は当該指導料を算定することはできない。

●20点（一回のみ）
・在宅療養を担う訪問看護ステーショ
ン又は他の保険医療機関の看護師等と
同行し、指導を行った場合には、訪問
看護同行加算として、退院後１回に限
り、所定点数に加算する。

算定患者

別表第8の患者
（例）
・真皮を超える褥瘡の状態にある者

・人工肛門又は人工膀胱を設置してい
る状態にある者

・その他：認知症高齢者自立度判定Ⅲ
以上等も対象

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者（在
宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合
にあっては真皮までの状態の患者）

②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚に
びらん等の皮膚障害が継続若しくは反復し
て生じている状態にある患者

③人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合
併症を有する患者

④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を
行っている患者

①真皮を越える褥瘡の状態にある患者
（在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定
する場合にあっては真皮までの状態の
患者）

②人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮
膚にびらん等の皮膚障害が継続若しく
は反復して生じている状態にある患者

③人工肛門若しくは人工膀胱のその他
の合併症を有する患者

④悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療
法を行っている患者
⑤その他：特定行為関連

・ベッド上安静であって、既にDESIGN-R2020 による深さの評価
がd2 以上の褥瘡を有する者であって、かつ、次に掲げるアから
オまでのいずれかを有する者
ア重度の末梢循環不全のもの
イ麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
ウ強度の下痢が続く状態であるもの
エ極度の皮膚脆弱であるもの
オ皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必
要であるもの

看護師等の
条件

・医師・保健師・助産師・看護師であ
れば特別な資格は不要

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師
①：特定看護師（創傷管理関連）

④：「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放
射線療法看護」「がん薬物療法看護」の認
定看護師、「がん看護」専門看護師

①②③：皮膚・排泄ケア認定看護師

④：「緩和ケア」「乳がん看護」「が
ん放射線療法看護」「がん薬物療法看
護」の認定看護師、「がん看護」専門
看護師

⑤：特定看護師（「呼吸器（長期呼吸
療法に係るもの）関連」「ろう孔管理
関連」「創傷管理関連」「栄養及び水
分管理に係る薬剤投与関連」「在宅・
慢性期領域パッケージ研修」）

＜在宅褥瘡対策チームの構成員＞
ア常勤の医師
イ保健師、助産師、看護師又は准看護師（訪問看護ステーショ
ンでも可）
ウ管理栄養士（公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄

養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他
の保険医療機関でも可）
必要に応じて、理学療法士、薬剤師等

・在宅褥瘡対策チームのア又はイ（准看護師を除く。）のいず
れか１名以上については、在宅褥瘡管理者であること。

算定の条件

・入院保険医療機関の医師又は当該医
師の指示を受けた当該保険医療機関の
保健師、助産師又は看護師が患家、介
護保険施設又は指定障害者支援施設等
において患者又はその家族等の患者の
看護に当たる者に対して、在宅での療
養上必要な指導を行った場合に算定す
る。ただし、介護老人保健施設に入所
中又は医療機関に入院中の患者は算定
の対象としない。

・皮膚・排泄ケア認定看護師／特定看護師
（創傷管理関連）が通常の訪問看護師等と
同一日に訪問する。（同一日に行けば、一
緒でなくてもよい）

・「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射
線療法看護」「がん薬物療法看護」の認定
看護師、「がん看護」専門看護師も可

・通常の訪問看護の費用に加算する。

⑤特定行為のうち訪問看護において専
門の管理を必要とするものとは、以下
のアからキまでに掲げるものをいう。
ア気管カニューレの交換
イ胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ
テーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ膀胱ろうカテーテルの交換
エ褥瘡又は慢性創傷の治療における血
流のない壊死組織の除去
オ創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ持続点滴中の高カロリー輸液の投与
量の調整
キ脱水症状に対する輸液による補正

・初回訪問時に、在宅褥瘡管理者を含む在宅褥瘡対策チームの構成員の他、
必要に応じて当該患者の診療を行う医療関係職種が患家に一堂に会し、褥
瘡の重症度やリスク因子についてのアセスメントを行い、褥瘡の指導管理
方針について、カンファレンス（以下「初回カンファレンス」という。）
を実施し、在宅褥瘡診療計画を立案する。

・初回カンファレンス実施後、評価のためのカンファレンスの実施までの
間、在宅褥瘡対策チームの各構成員は、月１回以上、計画に基づき、適切
な指導管理を行い、その結果について情報共有する。
ウ初回訪問後３月以内に、褥瘡の改善状況、在宅褥瘡診療計画に基づく指

導管理の評価及び必要に応じて見直し（以下「評価等」という。）のため
のカンファレンスを行う。２回目のカンファレンスにおいて評価等の結果、
更に継続して指導管理が必要な場合に限り、初回カンファレンスの後４月
以上６月以内の期間に３回目のカンファレンスにおいて評価等を実施する
ことができる。なお、３回目のカンファレンスでの評価等は、２回目のカ
ンファレンスの評価等の実施日から起算して３月以内に実施しなければな
らない。
・初回カンファレンス及び２回目以降のカンファレンスは、関係者全員が

患家に赴き実施することが原則であるが、以下のいずれも満たす場合は、
ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
ア当該カンファレンスに、当該保険医療機関から在宅褥瘡対策チームの構
成員として複数名参加すること
イ当該保険医療機関の在宅褥瘡対策チームの構成員のうち、１名以上は患
家に赴きカンファレンスを行っていること
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出典：厚生労働省 令和２年度 診療報酬改定の概要解説資料 在宅医療 訪問看護令和2年3月5日 を加工
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608534.pdf

2020

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608534.pdf
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2020

出典：厚生労働省 令和２年度 診療報酬改定の概要解説資料 在宅医療 訪問看護令和2年3月5日 を加工
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608534.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608534.pdf
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出典：厚生労働省 令和４年度診療報酬改定 解説資料 2022-3-4情報通信機器を用いた診療 を加工
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000911810.pdf

2022

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000911810.pdf
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診療報酬における言葉の意味（創傷関連の例）

①衛生材料等(処置料等に含まれる）

・ガーゼ、絆創膏、ロールフィルムなどの雑品系の製品

②保険医療材料(処置料等に含まれる）

・保険適応でない医療機器
フィルム材、パッド付きドレッシング等

③特定保険医療材料（規定のもとに保険算定できる）

・保険適応の医療機器
局所陰圧閉鎖処置用材料、陰圧創傷治療用カートリッジ
創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ等

184
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診療報酬における言葉の意味（創傷関連の例）

①衛生材料等(処置料等に含まれる）

・ガーゼ、絆創膏、ロールフィルムなどの雑品系の製品

②保険医療材料(処置料等に含まれる）

・保険適応でない医療機器
フィルム材、パッド付きドレッシング等

③特定保険医療材料（規定のもとに保険算定できる）

・保険適応の医療機器
局所陰圧閉鎖処置用材料、陰圧創傷治療用カートリッジ
創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ等

185
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療養担当規則・・・実費徴収ができるもの
２療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例としては、次に掲げるものが挙げられること。

⑴日常生活上のサービスに係る費用
ア おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、Ｔ字帯代
イ 病衣貸与代（手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。）
ウ テレビ代
エ 理髪代
オ クリーニング代
カ ゲーム機、パソコン（インターネットの利用等）の貸出し
キ ＭＤ、ＣＤ、ＤＶＤ各プレイヤーの貸出し及びそのソフトの貸出し
ク 患者図書館の利用料等

⑵公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
ア 証明書代（例）産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、

生命保険等に必要な診断書等の作成代等
イ 診療録の開示手数料（閲覧、写しの交付等に係る手数料）
ウ 外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料等

⑶診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
ア 在宅医療に係る交通費
イ 薬剤の容器代（ただし、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。）等

⑷医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
ア インフルエンザ等の予防接種
イ 美容形成（しみとり等）
ウ ニコチン貼付剤の処方等

⑸その他
ア 保険薬局における患家への調剤した医薬品の持参料
イ 日本語を理解できない患者に対する通訳料
ウ 他院より借りたフィルムの返却時の郵送代
エ 院内併設プールで行なうマタニティースイミングに係る費用
オ 患者の自己利用目的によるレントゲンのコピー代等

出典：厚生労働省 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて 保医発第0901002号 を加工
平成17 年9 月1 日 一部改正平成17 年10 月1 日
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000110785.pdf

2005

186



Takamizu©️ALCARE Co., Ltd. All rights reserved.

療養担当規則・・・実費徴収ができないもの

療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないものとしては、
具体的には次に掲げるものが挙げられること。

⑴手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
ア 入院環境等に係るもの

（例） シーツ代、冷暖房代、電気代（ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係るもの等）、
清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、在宅療養者の電話診療、
医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用代等

イ 材料に係るもの
（例） 衛生材料代（ガーゼ代、絆創膏代等）、おむつ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代、

手術に通常使用する材料代（縫合糸代等）、ウロバッグ代、
皮膚過敏症に対するカブレ防止テープの提供、骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや
三角巾、医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料等、医師の指示によるスポイト代、
散剤のカプセル充填のカプセル代、一包化した場合の分包紙代及びユニパック代等

ウ サービスに係るもの
（例） 手術前の剃毛代、医療法等において設置が義務付けられている相談窓口での相談、

車椅子用座布団等の消毒洗浄費用、インターネット等より取得した診療情報の提供、
食事時のとろみ剤やフレーバーの費用等

⑵診療報酬の算定上、回数制限のある検査等を規定回数以上に行った場合の費用
（費用を徴収できるものとして、別に厚生労働大臣の定めるものを除く。）

⑶新薬、新医療機器、先進医療等に係る費用
ア 薬事法上の承認前の医薬品・医療機器（治験に係るものを除く。）
イ 適応外使用の医薬品（選定療養を除く。）
ウ 保険適用となっていない治療方法(高度先進医療及び先進医療を除く｡) 等

出典：厚生労働省 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて 保医発第0901002号 を加工
平成17 年9 月1 日 一部改正平成17 年10 月1 日
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000110785.pdf 187

2005



Takamizu©️ALCARE Co., Ltd. All rights reserved.

第９部処置

通則
１処置の費用は、第１節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、
処置に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第１節の各区分の所定点数
に含まれるものとする。

２処置に当たって、第２節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定め
る保険医療材料（以下この部において「特定保険医療材料」という。）を使用した
場合は、前号により算定した点数及び第２節、第３節又は第４節の各区分の所定点
数を合算した点数により算定する。

３第１節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、薬剤又は特定保険
医療材料を使用したときに限り、第３節又は第４節の各区分の所定点数のみにより
算定する。

４第１節に掲げられていない処置であって特殊な処置の処置料は、同節に掲げられ
ている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。

５緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示す
る診療時間以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の
費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
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第９部処置

＜通則＞
１処置の費用は、第１節処置料及び第２節処置医療機器等加算、第３節薬剤料又は第４節特定
保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置に
当たって通常使用される包帯（頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む。）、ガーゼ等衛生
材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。な
お、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方せんにより投与するなど患者の自己負担
とすることは認められない。

２特に規定する場合を除き、患者に対して特定保険医療材料又は薬剤を支給したときは、これ
に要する費用として、特定保険医療材料については「特定保険医療材料及びその材料価格（材料
価格基準）」の定めるところにより、薬剤については「使用薬剤の薬価（薬価基準）」の定める
ところにより算定する。なお、この場合、薬剤費の算定の単位は１回に使用した総量の価格であ
り、患者に対して施用した場合に限り、特に規定する場合を除き算定できるものであるが、投薬
の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は、
別に算定できない。

３浣腸、注腸、吸入、100平方センチメートル未満の第１度熱傷の熱傷処置、100平方センチ
メートル未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿
布処置その他第１節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処置（簡単な物理療法を含
む。）の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。
なお、処置に対する費用が別に算定できない場合（処置後の薬剤病巣撒布を含む。）であっても、
処置に際して薬剤を使用した場合には、第３節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定するこ
とはできる。
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在宅褥瘡に係る診療報酬・介護報酬 （入院中）

項目 名称
点数

（主たるもの）
ポイント

・別表８

・別表８の２

・D3、D4、D5

・皮下組織に至る褥瘡

・真皮を越える褥瘡

ｄ２以上
それ以外の

褥瘡・創傷 令和元年度6月

◆外泊時訪問 ・訪問看護基本療養費Ⅲ（訪） 8500円
・退院前の1泊2日の試験外泊時の訪問看護

・原則は一回の算定
〇（2回算定可） 〇 〇

◆退院前訪問 ・退院前訪問診療料（医） 580点

・入院期間が一か月以上になると思われる患者

に対して患家に訪問して指導する。

・原則は一回の算定

〇 〇 〇 2,166

・退院時共同指導１（医）
1500点（在支診）

900点（その他）

・入院している医療機関と退院後の主治医の医

療機関等との合同カンファレンス。

・1は在宅側の算定

・オンラインでも算定可

〇 〇 〇
2294（在支診）

228（その他）

・退院時共同指導2（医） 400点

・入院している医療機関と退院後の主治医の医

療機関等との合同カンファレンス。

・2は入院側の算定

・オンラインでも算定可

〇 〇 〇 5,826

・退院時共同指導（調剤） 600点

・入院している医療機関と退院後の主治医の医

療機関等との合同カンファレンス。

・オンラインでも算定可

〇 〇 〇 164

・退院時共同指導加算（訪） 8000円

・介護老人保健施設、介護医療院からの退院で

も算定できる

・オンラインでも可

〇（2回算定可） 〇 〇

・退院時共同指導加算（介） 600単位

・介護老人保健施設、介護医療院からの退院で

も算定できる

・オンラインでも可

〇（2回算定可） 〇 〇

・保険医共同指導加算（医） 300点 ・医師同士だと300点加算（入院側） 〇 〇 〇 282

・多機関共同指導加算（医） 2000点

・入院側の医師又は看護師等＋在宅側の3職種

で2000点加算（入院側）

・入院側は医師又は看護師、在宅側は医師、看

護師等、歯科医師、歯科衛生士、保険薬剤師、

訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を

除く。）、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、介護支援専門員、相談支援専門員のうちい

ずれか

〇 〇 〇 1,350

・特別管理指導加算（医） 200点 ・在宅側で算定 〇 928

・特別管理指導加算（訪） 2000円 ・訪問看護ステーションで算定 〇

◆退院時共同指導

◆退院時共同指導の加算

入院中

2022年改定をもとに修正しました。
見落としや間違いもあるかもしれませんが
現段階では概ねこのような感じだと思います。
点数・金額は違いがあるかもしれません。
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在宅褥瘡に係る診療報酬・介護報酬 （在宅診療・訪問看護）
項目 名称

点数

（主たるもの）
ポイント

・別表８

・別表８の２

・D3、D4、D5

・皮下組織に至る褥瘡

・真皮を越える褥瘡

ｄ２以上
それ以外の

褥瘡・創傷

算定患者数（月）

令和元年度6月

・往診（医） 720点
・急な病状などで計画的でない診療

・患者又は家族からの求めが必要
〇 〇 〇 201,833

・在宅患者訪問診療料（Ⅰ）（医） 888点

・計画的な在宅への訪問と診療（原則週3回）

・急性増悪の場合は週4日以上訪問できる（14

日上限）

〇 〇 〇 644,792

◆訪問診療の連携
・在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の2

（医）
884点

・在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総

合管理料、在宅がん医療総合診療料の施設の主

治医から訪問診療を求められた場合

・主治医と異なる診療科

・月一回で6か月まで算定

〇 〇 〇 118

◆在宅時医学総合管理料

◆施設入居時等医学総合

管理料の加算

・算定点数の基礎点数が高くなる

（医）
500～1500点程度増点

・月2回の訪問頻度

・創傷処置は包括、重度褥瘡処置は算定可能

・在宅寝たきり患者処置指導管理料は包括

〇

・特別訪問看護指示加算（医） 100点 ・14日間の連続訪問看護ができる 〇 〇 〇 16,906

・特別訪問看護指示加算（医） 100点 ・特別訪問看護指示書を2回発行できる 〇

・在宅患者訪問看護・指導料（医） 580点 ・通常は週3回 〇 〇 〇 26,986

・訪問看護基本療養費Ⅰ（訪） 5550円 ・通常は週3回 〇 〇 〇

・訪問看護費（介）30分未満
470単位（ステーション）

398 単位（医療機関）

・回数制限はない

・時間で額が異なる
〇 〇 〇

・長時間訪問看護・指導加算（医） 520点
・週一回

・90分以上
〇 419

・長時間訪問看護加算（訪） 5200円
・週一回

・90分以上
〇

・長時間訪問看護加算（介） 300単位
・回数ごと

・90分以上
〇

・在宅移行管理加算（医） 250点 ・月一回 〇 62

・特別管理加算（訪） 2500円 ・月一回 〇

・特別管理加算Ⅱ（介） 250単位 ・月一回 〇

◆往診・訪問診療

◆特別訪問看護指示書

（医）

◆訪問看護の加算

（長時間訪問看護）

◆訪問看護の加算

（在宅移行）

在宅診療

訪問看護

◆訪問看護

◆手順書 ◆手順書加算 150点 在宅患者に対する特定行為に関する加算
・6か月に一回 〇 △

在宅褥瘡に係る診療報酬・介護報酬 （訪問診療・訪問看護）

2022年改定をもとに修正しました。
見落としや間違いもあるかもしれませんが
現段階では概ねこのような感じだと思います。
点数・金額は違いがあるかもしれません。
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在宅褥瘡に係る診療報酬・介護報酬 （チーム医療）

項目 名称
点数

（主たるもの）
ポイント

・別表８

・別表８の２

・D3、D4、D5

・皮下組織に至る褥瘡

・真皮を越える褥瘡

ｄ２以上
それ以外の

褥瘡・創傷

算定患者数（月）

令和元年度6月

◆退院後訪問 ・退院後訪問指導料 580点

・退院後一か月以内に5回まで算定。

・退院後の訪問看護師と同行すると20点加算

（一回）

〇 1,579

・在宅患者訪問看護・指導料3（医）
・訪問看護基本療養費Ⅰ-ハ（訪

1285点
12850円

・他に所属している日常訪問している訪問看護

師との同行で算定

・月一回

〇 143

・専門管理加算（医）（介） 450点
4500円

・ひと月の計画的な看護
・特定看護師の場合は、
特定行為をする患者に限られる

〇

◆在宅褥瘡患者へのチー

ム医療
・在宅患者訪問褥瘡管理指導料 750点

・最大3か回まで算定

・医師、看護師、管理栄養士でチーム医療を実

施

・カンファレンス時に、在宅患者訪問診療料

と、訪問栄養、訪問看護を併せて算定できる。

〇 〇 6

◆訪問栄養
・在宅患者訪問栄養食事指導管理料

（医）

530点（医療機関内）

510点（医療機関外）

・一か月に2回まで算定

・在宅患者訪問診療料との併算定不可
〇 〇 〇 191

◆訪問栄養
・居宅療養管理指導費（管理栄養士）

（介）

544点（当該事業所）

524点（当該事業所外）

・一か月に2回まで算定

・在宅患者訪問診療料との併算定不可
〇 〇 〇

◆訪問薬剤
・在宅患者訪問薬剤管理指導料

（医）（調剤）
650点

・一か月に４回まで算定

・週の上限は40回

・在宅患者訪問診療料との併算定不可

〇 〇 〇
271（医）

18956（調剤）

◆訪問薬剤
・居宅療養管理指導費（薬剤師）

（介）

565単位（医療機関）

517単位（薬局）

・一か月に2回（医療機関）、4回（薬局）まで

算定

・在宅患者訪問診療料との併算定不可

〇 〇 〇

◆WOC、特定看護師
の同行訪問

◆専門管理加算

チーム医療

2022年改定をもとに修正しました。
見落としや間違いもあるかもしれませんが
現段階では概ねこのような感じだと思います。
点数・金額は違いがあるかもしれません。
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項目 名称
点数

（主たるもの）
ポイント

・別表８

・別表８の２

・D3、D4、D5

・皮下組織に至る褥瘡

・真皮を越える褥瘡

ｄ２以上
それ以外の

褥瘡・創傷

算定患者数（月）

令和元年度6月

◆創傷被覆材

・在宅療養指導管理料

算定患者

・特定保険医療材料
皮下組織用、筋骨用、非固

着性ガーゼ

・医師、訪問看護師が使用して算定（40処置）

・患者家族の使用分も算定可（14在宅）

・処方箋で保険薬局からも可（保険算定）

〇 1855（14在宅）

◆創傷被覆材

・在宅療養指導管理料

非算定患者

・特定保険医療材料
皮下組織用、筋骨用、真皮

用、非固着性ガーゼ

・医師、訪問看護師が使用して算定（40処置）

・在総管、施設総管、在宅寝たきり患者処置指

導管理料算定の場合は、重度褥瘡処置で算定

〇 〇 〇

◆衛生材料等の支給

・在宅療養指導管理料

算定患者

・在宅療養指導管理料 管理料に包括

・支給は義務

・処方箋で調剤薬局からの支給も可（費用は医

療機関が払う）

〇 〇 〇

◆衛生材料等の支給

・在宅療養指導管理料

非算定患者

・衛生材料等提供加算 80点
・訪問看護指示書への加算

・在総管、施設総管の算定患者では不可、
〇 〇 〇 1,227

◆局所陰圧閉鎖処置

（NPWT)
・特定保険医療材料

・局所陰圧閉鎖処置用材料

１㎠当たり18円

・陰圧創傷治療用カート

リッジ

19800円

・医師が実施する場合は条件なし（40処置）

・看護師が医師の指示の下で、単独で実施でき

るのは、WOCNと創傷管理分野の特定看護師の

み（40処置）

〇 〇 〇

医療材料等

在宅褥瘡に係る診療報酬・介護報酬 （医療機器・材料）

2022年改定をもとに修正しました。
見落としや間違いもあるかもしれませんが
現段階では概ねこのような感じだと思います。
点数・金額は違いがあるかもしれません。
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ひとつの原則の一覧表になります。

運用や解釈が異なることもありま
す。
御確認の上、ご活用ください。

在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料

在宅療養指導管理料 在医総管・
施医総管・

在宅療養指
導管理料

算定せず

調剤
薬局
から
の支
給

在宅寝たきり
患者処置指導
管理料
包含の場合

在宅寝たきり患
者処置指導管理
料 を算定

在宅寝たきり患者
処置指導管理料
以外を算定

処置料

創傷処置料 × × × 〇 〇 ー

重度褥瘡処置料 〇 〇 〇 〇 〇 ー

局所陰圧閉鎖処置料 〇 〇 〇 〇 〇 ー

衛生材料等提供加算 × × × × 〇
（訪問看護）

ー

特定保険医
療材料

医療従事者
が処置で使
用

㊵処置

真皮用 〇
（創傷処置以外）

〇
（創傷処置以外）

〇
（創傷処置以外）

〇 〇 ×

皮下組織用 〇
（創傷処置以外）

〇
（創傷処置以外）

〇
（創傷処置以外）

〇 〇 ×

筋骨用 〇
（創傷処置以外）

〇
（創傷処置以外）

〇
（創傷処置以外）

〇 〇 ×

非固着性ガーゼ 〇
（創傷処置以外）

〇
（創傷処置以外）

〇
（創傷処置以外）

〇 〇 ×

NPWT材料（フォー
ム）

〇 〇 〇 〇 〇 ×

NPWTカートリッジ 〇 〇 〇 〇 〇 ×

特定保険医
療材料

患者の自己
管理・自己
使用

⑭在宅

真皮用 × × × C114 のみ × 〇

皮下組織用 × ？
（D3以上褥瘡）

〇
（D3以上褥瘡）

〇
（D3以上褥瘡/C114）

× 〇

筋骨用 × ？
（D3以上褥瘡）

〇
（D3以上褥瘡）

〇
（D3以上褥瘡/C114）

× 〇

非固着性ガーゼ × ？
（D3以上褥瘡）

〇
（D3以上褥瘡）

〇
（D3以上褥瘡/C114）

× 〇

NPWT材料（フォー
ム）

× × × × × ×

NPWTカートリッジ × × × × × × 194
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出典：厚生労働省 平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について を加工
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html

平成28年度診療報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf 195
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出典：厚生労働省 保険診療の理解のために 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室 2019年
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.htm
https://www.mhlw.go.jp/content/000533075.pdf 196
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在宅療養指導管理料

Ｃ１００退院前在宅療養指導管理料 120点
Ｃ１０１在宅自己注射指導管理料 １複雑な場合 1,230点

２１以外の場合
イ月27回以下の場合 650点
ロ月28回以上の場合 750点

Ｃ１０１－２在宅小児低血糖症患者指導管理料 820点
Ｃ１０１－３ １在宅妊娠糖尿病患者指導管理料１ 150点

２在宅妊娠糖尿病患者指導管理料２ 150点
Ｃ１０２在宅自己腹膜灌流指導管理料 4,000点
Ｃ１０２－２在宅血液透析指導管理料 10,000点
Ｃ１０３在宅酸素療法指導管理料

１チアノーゼ型先天性心疾患の場合 520点
２その他の場合 2,400点

Ｃ１０４在宅中心静脈栄養法指導管理料 3,000点
Ｃ１０５在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2,500点
Ｃ１０５－２在宅小児経管栄養法指導管理料 1,050点
Ｃ１０５－３在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点
Ｃ１０６在宅自己導尿指導管理料 1,400点
Ｃ１０７在宅人工呼吸指導管理料 2,800点
Ｃ１０７－２在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

１在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料１ 2,250点
２在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料２ 250点

Ｃ１０７－３在宅ハイフローセラピー指導管理料 2,400点
Ｃ１０８在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1,500点
Ｃ１０８－２在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点
Ｃ１０９在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点
Ｃ１１０在宅自己疼痛管理指導管理料 1,300点
Ｃ１１０－２在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 810点
Ｃ１１０－３在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 810点
Ｃ１１０－４在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 810点
Ｃ１１０－５在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料 810点
Ｃ１１１在宅肺高血圧症患者指導管理料 1,500点
Ｃ１１２在宅気管切開患者指導管理料 900点
Ｃ１１２－２在宅喉頭摘出患者指導管理料 900点
Ｃ１１３削除
Ｃ１１４在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 1,000点
Ｃ１１５削除
Ｃ１１６在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料 45,000点
Ｃ１１７在宅経腸投薬指導管理料 1,500点
Ｃ１１８在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 2,800点
Ｃ１１９在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 800点
Ｃ１２０在宅中耳加圧療法指導管理料 1,800点

Ｃ１２１在宅抗菌薬吸入療法指導管理料 800点
出典：厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部を改正する件令和4年厚生労働省告示第54号令和4年3月4日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf 197
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１本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月１回
に限り算定し、同一の患者に対して１月以内に指導管理を２回以上行った場合に
おいては、第１回の指導管理を行ったときに算定する。
２同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅
療養指導管理のうち２以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所
定点数のみにより算定する。

出典：厚生労働省 厚生労働省告示第54号 診療報酬の算定方法の一部を改正する件 2022-3-4
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
別表第一１
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf

第２節在宅療養指導管理料
第１款在宅療養指導管理料
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１在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患
者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当
該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、
併せて必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料（以下この項において「衛生材料等」という。）を支
給した場合に算定する。
ただし、当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には算定できない。
なお、衛生材料等の支給に当たっては、以下の２又は３の方法によることも可能である。

２衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護事業者から、
訪問看護計画書（「訪問看護計画書等の記載要領等について」別紙様式１）により必要とされる衛生材料等
の量について報告があった場合、医師は、その報告を基に療養上必要な量について判断の上、患者へ衛生材
料等を支給する。
また、当該訪問看護事業者から、訪問看護報告書（「訪問看護計画書等の記載要領等について」別紙様式
２）により衛生材料等の使用実績について報告があった場合は、医師は、その内容を確認した上で、衛生材
料等の量の調整、種類の変更等の指導管理を行う。

３また、医師は、２の訪問看護計画書等を基に衛生材料等を支給する際、保険薬局（当該患者に対して在宅
患者訪問薬剤管理指導を行っており、地域支援体制加算又は在宅患者調剤加算の届出を行っているものに限
る。）に対して、必要な衛生材料等の提供を指示することができる。
（省略）

12 保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、
衛生材料（脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等）、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、
クレンメ等は、当該保険医療機関が提供すること。なお、当該医療材料の費用は、別に診療報酬上の加算等
として評価されている場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない。

出典：厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和4年3月4日保医発0304第1号 を加工
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

別添１ 医科診療報酬点数表に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935689.pdf

第２節在宅療養指導管理料
第１款在宅療養指導管理料
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2016

出典：厚生労働省 平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について を加工
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html

平成28年度診療報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf 200

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf


Takamizu©️ALCARE Co., Ltd. All rights reserved.

入院
外来

（入院外）
在宅

（入院外）

処置点数

据え置き型 連日算定可 × 算定不可 × 算定不可

単回使用

週３回まで算定可
（特定保険医療材料の局所陰圧閉
鎖処置用材料を算定（交換した）
日）

来院して処置した日は
算定可

医師が行って
処置をした日は算定可

看護師だけでは
算定不可

特定保険
医療材料

局所陰圧閉鎖
処置用材料

１㎠当たり１８円
〇 交換した日は算定可

来院して交換した日は
算定可

医師か訪問看護師が
交換した日は算定可

（ＷＯＣか創傷管理関連
の特定看護師に限る）

陰圧創傷治療用
カートリッジ
１９,８００円

× 算定不可
来院して交換した日は

算定可

添付文書上
の

交換頻度

局所陰圧閉鎖
処置用材料

V.A.C.：４８時間ごと又は
週３回以上交換

× 使用不可 × 使用不可

RENASYS：
４８～７２時間で初回交換、
その後は週３回以上交換

× 使用不可 × 使用不可

SNAP：週２回以上の交換

PICO：３～４日ごとに交換（最長７日間）
フィラーを使用する場合は、１週間に３回交換

陰圧創傷治療用
カートリッジ

SNAP：週１回以上の交換（カートリッジ満杯の場合は交換）

PICO：７日間で交換（自動的に稼働が停止）

NPWTの保険算定のポイント（入院・外来・在宅）
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看護外来

同じ医療機関同士又は
（「特別の関係」の訪問看護S）

医療機関＋訪問看護S

医師 医師 医師

看護師 看護師 看護師 看護師

訪問診療料 ◎ ◎ ー ◎ ー

訪問看護料 ー × ◎ ◎ ◎

処置料
（医療機関での算定）

◎ ◎ × ◎ ×

特定保険医療材料
（医科）

◎ ◎ × ◎ ×

特定保険医療材料
（在宅）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

衛生材料・保険医療材料
（在宅療養指導管理料算定患者）

医療機関から支給

衛生材料・保険医療材料
（在宅療養指導管理料算定してない

が、訪問看護している患者）
衛生材料等提供加算

NPWT・創傷被覆材・衛生材料（在宅編）
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013 局所陰圧閉鎖処置用材料

(１) 局所陰圧閉鎖処置用材料は以下の場合にのみ算定できる。
ア外傷性裂開創（一次閉鎖が不可能なもの）
イ外科手術後離開創・開放創
ウ四肢切断端開放創
エデブリードマン後皮膚欠損創

(２) 主として創面保護を目的とする被覆材の費用は、当該材料を使用する手技料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(３ ) 局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より３週間を標準として算定できる。特に必要と認められる場合に
ついては４週間を限度として算定できる。３週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的
な根拠を詳細に記載すること。ただし、感染等により当該処置を中断した場合にあっては、当該期間は治療期間に含めない。

(４) 局所陰圧閉鎖処置用材料を使用した場合は、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(５ ) 訪問看護ステーション等の看護師等が局所陰圧閉鎖処置用材料を使用して処置を実施する場合には、十分な経験のある
医師の指示の下で実施し、当該医師と十分な連携を図ること。

(６) 局所陰圧閉鎖処置用材料は、陰圧創傷治療用カートリッジと併用し、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵守し
て使用した場合に限り算定する。

014 陰圧創傷治療用カートリッジ

(１ ) 訪問看護ステーション等の看護師等が局所陰圧閉鎖処置用材料を使用して処置を実施する場合には、十分な経験のある
医師の指示の下で実施し、当該医師と十分な連携を図ること。

(２) 陰圧創傷治療用カートリッジは、関連学会等の定める適正使用に係る指針を遵守して使用した場合に限り算定する。

在宅

出典：厚生労働省 特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 保医発0304第9号 令和4年3月4日 を加工
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923517.pdf
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在宅医療における「局所陰圧閉鎖療法」の適正使用に係る適正使用指針（形成外科学会）

在宅医療における「局所陰圧閉鎖療法」の適正使用に係る適正使用指針の策定について
上記に対して，日本形成外科学会として，在宅医療における「局所陰圧閉鎖療法」の適
正使用に関して検討し，下記の適正使用指針を策定致しました。

＜適応＞
外傷性裂開創（一次閉鎖が不可能なもの）
外科手術後離開創・開放創
四肢切断端開放創
デブリードマン後皮膚欠損創

＜禁忌＞
悪性腫瘍がある創傷
臓器と交通している瘻孔，及び未検査の瘻孔がある創傷
陰圧を付加することによって瘻孔が難治化する可能性のある創傷（髄液瘻や消化管瘻、肺瘻など）
痂皮を伴う壊死組織を除去していない創傷

＜実施者要件＞
医師又は訪問看護ステーション等の看護師等
（創傷管理関連の特定行為研修を修了した者，もしくは日本看護協会が定める皮膚・排泄ケア
に関する認定看護師教育過程を修了した者に限る）

＜実施に関する留意事項＞
訪問看護ステーション等の看護師等（創傷管理関連の特定行為研修を修了した者，もしくは日本看護協会が定
める皮膚・排泄ケアに関する認定看護師教育過程を修了した者に限る）が当該材料を使用して処置を実施する
場合には、創傷治療および陰圧閉鎖療法の十分な経験のある医師（形成外科専門医等）の指示の下で実施し、
当該医師と十分な連携を図ること
出典：形成外科学会医療安全推進委員会 2020年6月5日 を加工
https://jsprs.or.jp/member/committee/iryo-anzen/
https://jsprs.or.jp/member/committee/wp-content/uploads/2020/06/iryouanzen_oshirase20200608.pdf

https://jsprs.or.jp/member/committee/iryo-anzen/
https://jsprs.or.jp/member/committee/wp-content/uploads/2020/06/iryouanzen_oshirase20200608.pdf

